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第２章　食品規格
頁

Ａ－ａ 穀 類 １～２

Ａ－ｂ 茹 麺 類

Ａ－ｃ パ ン 類

Ｂ－ａ い も 類

Ｂ－ｂ い も 加 工 品 類

Ｂ－ｃ で ん 粉 類 ４

Ｃ 砂 糖 及 び 甘 味 類 ４

Ｄ 豆 類 ５～６

Ｅ 種 実 類 ７

Ｆ－ａ 生 野 菜 類 ８～１０

Ｆ－ｂ 生 加 工 野 菜 類 １０

Ｆ－ｃ 加 工 野 菜 類 １１

Ｆ－ｄ 冷 凍 野 菜 類

Ｆ－ｅ 乾 燥 野 菜 類

Ｆ－ｆ 水 煮 野 菜 類 １３

Ｇ－ａ 生 果 実 類 １４～１５

Ｇ－ｂ 果 実 加 工 品 類 １５～１６

Ｇ－ｃ 果 実 飲 料 類 １６

Ｈ－ａ 生 き の こ 類

Ｈ－ｂ 乾 燥 ・ 加 工 き の こ 類

Ｉ 藻 類 １８～１９

魚 介 類 共 通 規 格 ２０

Ｊ－ａ 生 食 用 魚 介 類 ２１

Ｊ－ｂ 魚 介 類 ２２～２４

Ｊ－ｃ 加 工 魚 類 ２５～２６

Ｊ－ｄ 練 製 品 類 ２７

Ｋ－ａ 牛 肉 類 ２８

Ｋ－ｂ 豚 肉 類 ２９

Ｋ－ｃ 羊 肉 類

Ｋ－ｄ 鶏 肉 類

Ｋ－e 肉 加 工 品 類 ３１

Ｌ 卵 類 ３２

Ｍ 乳 類 ３３～３４

Ｎ 油 脂 類 ３５

Ｏ－ａ 生 菓 子 類

Ｏ－ｂ デ ザ ー ト 菓 子 類

Ｏ－ｃ 冷 凍 菓 子 類

Ｏ－ｄ そ の 他

Ｐ し 好 飲 料 類 ３８

Ｑ－ａ 調 味 料 類 ３９～４０

Ｑ－ｂ 香 辛 料 類 ４０

Ｑ－ｃ 複 合 調 味 料 類 （ ソ ー ス ・ た れ ） ４１～４２

Ｑ－ｄ 卓 上 ・ 個 包 装 調 味 料 類 ４２

３７

Ｏ

Ｑ

Ｇ

１７

調 味 料 及 び 香 辛 料 類

菓 子 類

Ｊ

３６

３０

い も 及 び で ん 粉 類

Ｈ き の こ 類
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２

果 実 類

野 菜 類

大 分 類 小 分 類

Ａ

Ｂ

Ｆ

穀 類

３

１２

Ｋ

魚 介 類

肉 類



頁

Ｒ－ａ 穀 類

Ｒ－ｂ 魚 介 類

Ｒ－ｃ 肉 類

Ｒ－ｄ そ の 他 ４４

Ｓ－ａ 穀 類 ４５

Ｓ－ｂ 野 菜 ・ 果 物 類 ４５～４６

Ｓ－ｃ 魚 介 類

Ｓ－ｄ 肉 ・ 卵 類

Ｓ－ｅ そ の 他

Ｔ－ａ 弁 当 類

Ｔ－ｂ 惣 菜 類

Ｕ 即 席 品 類 ４８

調 理 済 食 品 類

缶 詰 ・ レ ト ル ト 類

調 理 加 工 食 品 類

大 分 類

４６

４７

小 分 類
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Ｔ

Ｓ

４３
Ｒ



第１　適用範囲

　　　　　　　　〒　０６５‐００４３　　札幌市東区苗穂町７丁目１－１　　　　　陸上自衛隊　苗穂分屯地　　　

第２　納品要領

　　６　納品時間を厳守とするが、万一やむを得ない事態により時間の変更をしなければならない場合は、

　　会計課又は、補給班へ速やかに連絡するものとする。

第３　一般共通規格

　　　　従い製造表示されているものとする。

第４　消費期限及び賞味期限

　　１　消費期限又は賞味期限を記載したものとする

　　２　納入後、賞味期限内のものはその品質を保証し、不良品があった場合は、速やかに交換する。

第５　見本

第６　品質表示

　品質表示は農林水産省で示す品質表示基準制度に基づき実施する。

第７　その他

電話番号　０１１－７１１－４２５１　　　　　　　　                   　　内線　 会計課（契約）　　５７１　　FAX３６６

補給班（糧食）　　５２９　　FAX３５６

　　　　　　　　　　　　

 　６　この規格表について疑義等のある場合は、契約担当官及び補給班糧食と調整するものとする。

　　　 包装容器、輸送方法（保冷車等）を考慮し品質保持に努める。

　 ３　提出された見本が規格と合致しない場合、見本の提出がない場合は、当該品目の入札には参加できない。

　 ４　見本提出品は返品しないものとする。

　 １　衛生検査・受領検査の不合格があった時は直ちに良質品と交換するものとする。

 　２  輸送業者等を使用する場合、契約業者は確実に納品場所を指示し、品名・数量・時間等を明確にする。

　 ３　この規格表により難いときは、入札前に契約担当官に申し出るものとする。

　　５  調達要求書又は発注書で納品時間を指定した場合はそれを優先する。

　　４　納品時間は、午前８時３０分から午後１時までとする。

　　３　保存食及び検食用の提供数については、公告等により示す。

　　２　正味重量により検量を行うものとする。

    ４　規格内容の「〇〇ｇ」「○○㎜」とは上下幅５％とする。

    ５　規格内容の「〇〇ｇ以上」「○○㎜以上」とは上限１０％までとする。

    ６　規格内容の「〇〇～○○ｇ」「○○～○○mm」とは個々の格差２０％までとする。

    ７　同等品で入札に参加する場合は、事前に見本を提出し承認を受けるものとする。

    １　本規格表に記入されていない品目については、その都度示す。

    ２　糧食品は所定の規格を満たすもので、一般市場において市販品として流通しているものとする。

    ３　食品衛生法及び関係法（省）令及びに公正競争規約の適用を受けるものについては、その定めるところに

　 １　見本提出品目は、公告等に〇印等により示す。

　 ２　見本は、指定された日時に糧食班へ要求書のＮｏ・品名・業者名を記入し提出する。

 　４　夏季輸送途中に鮮度が低下しやすい食材、冬季輸送途中に凍結しやすい食材、肉・魚介等の冷凍食材は

　 ５　この規格表で完全に表現し得ない事項もあるので、商習慣に従い、納品するものとする。

　　　  入札時には本規格表を熟読の上、誤りのないようにすること。

　　３　本規格表の補足事項は、調達要求書等によりその都度示す。

　　２　本規格表に定めていない糧食品については、別に示す。

　　１　本規格表は、苗穂分屯地において調達する糧食品に適用する。

第 １ 章　　　注　意　事　項

　　１　納品時における検収は、食品衛生検査に合格したのち、更に、本規格表に基づいて検収を実施するので、

　　４　本規格表と糧食購入要求書に相違がある場合は、糧食購入要求書の規格を優先する。　


